
 

 

 

 

           

 

 

 

東京都と東京都生協連との消費者教育推進協働事業は、悪質商法や詐欺のターゲットになりやすい 

高齢者を消費者被害から守るために、地域で活動している団体や行政などが連携して消費者被害防止の 

取り組みをすすめています。平成 30年度は荒川区、狛江市、小平市で開催することになりました。 

それぞれの地域ごとにアイディアを寄せ合い、高齢者の消費者被害防止を楽しくすすめていくために、 

開催にむけてのキックオフ集会を開催します。 
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  ７/２５ 平成 30年度 東京都と東京都生協連との消費者教育推進事業 キックオフ集会 

 

           所属団体名【                   】 

お 名 前 連絡先電話番号 

  

  

  

記載された個人情報は本キックオフ集会以外には使用しません。 

参加費   ： 無料   

参加対象者 ： 組合員理事、活動リーダー、開催地域実行委員候補者、消費者行政担当職員等 

託児    ： ありません 

申込み締切り： ７月 20日（金）   担当：遠山・花本 TEL 03－3383―7800 

主催・問合せ： 東京都生協連消費者行政連絡会       FAX  03－3383－7840 

           

 

申し込み用紙 

日時：２０１８年７月２５日（水）１０:３０～１２:３０    
会場：東京都生協連会館 ３階会議室 中野区中央 5-41-18 

          

 

平成 30 年度 東京都と東京都生協連との消費者教育推進協働事業 

地域会場開催に向けてのキックオフ集会 
            開催地域【荒川区・狛江市・小平市】 

 

 

●東京都と東京都生協連の消費者教育協働事業 

平成 29年度の取り組みのまとめ 

●平成 29年度の取り組み報告 
昨年開催した台東区、昭島市で実行委員として携わった 

方に、開催するにあたって工夫したことや当日の様子な 

どを伺います。 

●平成 30年度の取り組みの進め方について 

●グループワーク 
開催地域ごとに分かれて何ができるかを考えあいます。 

 

内容 

切り取らずに送ってください。 


